


生野区西部地域の学校跡地を核としたまちづくり構想の考え方

生野区では、少子高齢化の急速な進行に伴

い、区内の小学校では、昭和50年から74％も

の児童が減り、区の西部地域の学校では単学

級（１学年１クラス）の学年が多数を占め、子

どもの教育環境の整備が求められていること

から「生野区西部地域学校再編整備計画」の

推進に取り組んでおり、保護者や地域住民に

ご理解が得られるように取組を進めています。

こうした区の抱える課題や地域の懸念の解消とともに目指すのは…

守 攻

閉校した後も「みんなの学校」として

学校を開いていく！

しかし一方で、学校再編の規模が

非常に大きく、

区としての課題や、地域か

らのこんな声も …



このまちづくり構想を基に勝山小学校の具体的な活用方針をまとめたものが、本活用計画（案）です。



外国籍住民比率が約20％で、近年では中国人

やベトナム人の留学生や技能実習生といった

ニューカマーにより、多国籍化が進んでいる一

方、寺社や旧街道筋などの歴史的資産とともに、

戦前からの「長屋」や「路地裏空間」などの下

町文化が色濃く残る地域でもあります。

勝山小学校エリア

そもそも生野ってどんなまち？

生野区

ここに
勝山小学校があります！

生野のメインストリート：勝山通

商店街の様子

交通の便に恵まれ、学びの場に適した文教地域！

勝山地域は

勝山地域は生野区の南西部に位置し、地域の北端には桃谷駅前商店街を始
めとした約0.5kmに及ぶ商店街があり、地域の南端には国道25号線が走り、
南は阿倍野区と、西は天王寺区と隣接している。小学校から１㎞ 圏内にJR桃
谷駅とJR寺田町駅があるほか、小学校から1.5㎞圏内に大阪市南部の交通
ターミナルである天王寺駅がある。また、生野のメインストリートである勝山通
（四天王寺の東門から東へ約３kmの難波足代線）を隔てて南北に位置し、交
通の利便性に優れた地域である。小学校周辺には私立幼稚園や私立中学校、
私立高等学校が立ち並び、学びの場に適した文教地域となっている。



勝山小学校 概要

アクセス

図：敷地境界線図 図：用途地域

参考：マップナビおおさか：https://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/Portal

JR大阪環状線 桃谷駅 
南へ約0.5km

JR大阪環状線 寺田町駅 
北へ約0.7km

大阪シティバス 勝山北一丁目 バス停西へ約0.3km

所在地

大阪市生野区勝山南１丁目３番５号

（大阪市生野区勝山南１丁目37番４外）

敷地面積

８,７２２.００㎡（公簿面積・私道を含む）

用途地域

第１種住居地域

防火地域

準防火地域

容積率 ／ 建ぺい率

300% ／ 80%

勝山
小学校
広域図

https://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/osakacity/Portal


活用にあたっての基本的な考え方

活用にあたり求めるマインド

前提とするもの

勝山小学校で特に望まれるもの

望まれるもの

活用にあたっての考え方と要件

防災拠点としての

機能を有することが

大前提

1

地域コミュニティ機能

の継続

2

+

パブリックマインドを

有する事業者と

地域連携・地域貢献

3

持続可能な跡地

運営のスキームの

導入

4

校舎活用の「周

辺エリアへの波

及力」の視点

5

 を

核とした

まちづくり構想の

「学び」の視点

● 災害時には避難所として開放するとともに、地域の防災拠点としての機能を有するもの

● パブリックマインドを持った活用とし、地域と緊密に連携し、地域貢献に資する地域コミュニティ機能を有するもの

● 基本的に校舎施設全体を一括して運営しつつ、かつ持続可能な運営となるもの

● 人々に居場所と持ち場を提供できる地域包摂的視点を有するもの

● 周辺エリアの特徴・文化を活かした様々な学びの機会や雇用の場の創出へとつなげ、生野区ならではの教育・仕事・

暮らしをまち全体で育てていく拠点となるもの

● 周辺エリアとのつながり・波及と地域活性化が見込めるもの

～地域と共存共栄し、

地域活性化や交流に寄与する学校など

「様々な学びの場」や「多世代の繋がりを育む憩いの場」

となるもの～

※パブリックマインド…国や社会の問題を自分自身の問題として考え、

そのために積極的に行動するという公共の精神



持続可能な運営スキーム

民間のノウハウを活用して、地域および行政との協働により、自律的で持続可能な

運営を行います。

負担者 費用項目

運営事業者

・事業に伴う施設建設に要する費用

（※敷地境界線の後退に必要な改修等に要する費用を含む）

・施設全体にかかる維持管理費

・建物の公租公課

・その他事業に伴う維持管理費等

・施設運営後の解体撤去費用

本市 ・土地の公租公課

主な費用負担

ひとつの事業者（法人もしくは法人グループ）が跡地全体を借り上げて運営する

※転貸は原則として禁止。ただし、貸付の趣旨に相応しいものとして、事前に本市
が承認した場合に限り、必要最小限の範囲で第三者への転貸を可能とする

【貸付方法】事業用定期借地契約（５０年未満）を基本とする
※契約期間は、市場調査における事業者意向等を踏まえ検討



防災機能と地域コミュニティ機能

事業者事業者

行政事業者地域

施設の運営にあたり、事業者、地

域および行政の三者による協議体を

設置し、施設運営全般（防災・地域

活動含む）について協議します。



防災機能

名 称 大きさ・室数など

避難所スペース
（６９０人分）

避難者居室
1,322㎡以上を開放

（複数個所設置による面積確保も可）

その他スペース 64㎡以上の４室を開放

避難所運営事務所スペース 64㎡以上の１室を確保

備蓄倉庫
床面積64㎡、天井高2.8ｍ相当の

容積以上の１室を確保

一時避難場所
災害の危険が及ばない屋外に
２,3３０㎡以上を開放

名 称 大きさ・室数など

地域活動スペース（屋外）
屋外のまとまったスペースを開放

（年５回程度）
※上記、一時避難場所と兼ねることは可

地域活動スペース（屋内）
兼

物品保管倉庫

床面積64㎡、天井高2.8ｍ相当の
容積以上の施錠が可能な２室を確保

地域コミュニティ機能

※備蓄倉庫以外は、災害発生時に即時開放できるよう、平常時は可動式の物品のみ設置可。また、平常時
は事業者による活用も可。ただし、防災訓練時には開放（年２回程度）。



担当：生野区役所 地域まちづくり課
住所： 〒544-8501 

大阪府大阪市生野区勝山南３丁目１−１９
TEL ：06-6715-9017
FAX ：06-6717-1163

問合せ先
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